
 

 

 

 

 
 

                         

 

 

 

 

日本が締結している EPA 締約国の 50 か国との間での貿易総額は、日本の総貿易額の約

８割を占める規模となっており、その結果、日本の貿易関係者にとって、EPA 特恵税率を適正

かつ効率的に利用することが企業戦略の一つのカギともなっています。 

一方で、EPA 特恵税率を利用したいが、「どのような書類を準備したら良いか分からない」、

「手続きが複雑そうで不安」などといった声も聞かれ、EPA 特恵税率の利用を躊躇している貿

易関係者もいらっしゃるのではないでしょうか。 

これを機会に EPA 原産地規則にご関心がある方は、是非、本説明会のご参加をご検討くだ

さい。 
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「EPA 原産地規則説明会」のご案内 
日本関税協会長崎支部・門司支部・沖縄支部共催 

ご案内 In 福岡 

開催案内 

１．日 時： ２０２６年 5 月 15 日（金）１３：30～１６：00 頃（受付は 13：00） 

２．場 所： 福岡県中小企業振興センター （福岡市博多区吉塚本町 9-15） 

３．内 容： 第１部 基本編  

・EPA 概要、利用状況、EPA 原産地規則の概要 等 

第２部 輸入編 

・ケーススタディ：RCEP 協定 中国からの綿製タオル（HS 第６３類） 

・非違事例のご紹介、よくある質問 等 

         第３部 輸出編 

・ケーススタディ：RCEP 協定 韓国向けのビール（HS 第 22 類） 

・よくある質問 等 

４．講 師： 財務省・税関 EPA 原産地センター職員 

５．募集人数： 90 名（申込先着順） ※会員事業所の従業者限定 

６．参加費用： 無料（会員限定） 

７．申込方法： https://www.kanzei.or.jp/nagasaki/info/schedule/ 

https://ws.formzu.net/dist/S618046230/ 

※こちらの参加シートからご応募ください。 

８．申込締切： 2026 年４月 30 日（木）17：00 まで 
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